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地方都市は、既成市街地近辺に農村地域を擁して
おり、市街地拡大・郊外化の問題も抱えている
↓
都市的土地利用と農業的土地利用・自然的土地利
用との望ましい関係は、地方都市では特に大きな
懸案事項

「持続的発展が可能な都市」をいかに計画し実現
していくか
↓
それ自体が地方都市にとっては最大の課題の一つ
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都市と農村の土地利用について
実態と法制度を知るために
まず、最初に見ておこう
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農村風景の中に突然現れる大駐車場と大型店舗農村風景の中に突然現れる大駐車場と大型店舗 幹線道路沿道の開発幹線道路沿道の開発

リゾートマンションリゾートマンション 山の中に忽然と現れるホテル群山の中に忽然と現れるホテル群



開発による里山や林地の喪失開発による里山や林地の喪失 農地と宅地の混在農地と宅地の混在

建物用途の混在建物用途の混在

ここまで出てきた写真のような土地利用は
どうして出現してきたのか
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開発に対して脆弱な法体系
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問題点
１．土地利用規制等は個別法による地域・区域

の指定に基づく規制に委ねている
２．５地域が土地利用の必要性という理由で重

複指定されており、全指定面積が国土面積
の約 1.5倍になる
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問題点
２．５地域が土地利用の必要性という理由で重複

指定されており、全指定面積が国土面積の約
1.5倍になる

問題点
２．５地域が土地利用の必要性という理由で重複

指定されており、全指定面積が国土面積の約
1.5倍になる

都市計画の面からだけ見ると区域区分
しかし
↓

都市計画の面からだけ見ると区域区分
しかし
↓



都市と農村の土地利用制御を司る法体
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34条８号の3の区域
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都市計画法による土地利用制度の不備都市計画法による土地利用制度の不備



都市計画法とは都市計画法とは
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第５条
一体の都市として総合的に準備し、開発し、
及び保全する必要がある区域を都市計画区域
として指定する

－市又は人口、就業者数その他の事項が政令
で定める要件に該当する・・

政令第２条
（都市計画区域に係る町村の要件）
－当該町村の人口が１万以上であり・・等
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昭和44年局長通達
『都市計画法の施行について』

・大都市圏（三大都市圏）
→全ての市町村が定める

・地方都市圏
→令第２条の要件による都市計画区域
－当面その必要がないと認められるもの

についてはその限りではない

しかし
昭和44年局長通達
『都市計画法の施行について』

・大都市圏（三大都市圏）
→全ての市町村が定める

・地方都市圏
→令第２条の要件による都市計画区域
－当面その必要がないと認められるもの

についてはその限りではない

－大都市圏338全市町村が都市計画区域を持つ
－地方圏に目を転じると様相は全く異なる

全 2,914市町村のうち
都市計画区域を持つものは５割強に過ぎず、

1,249市町村が持たない
地方圏には人口１万人どころか５千人にも満

たない町村が多数ある
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人口１～３万の自治体でも
907中 134は都市計画区域を持たない

都市的土地利用が相当進んだ地域を
都市計画区域に入れていない場合も多い
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→しかし
幹線道路沿道を中心として都市的土地利用が進み

市街地が拡大するという状況を、都市計画区域外を
持つ多くの自治体が経験している
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（区域区分）
第７条

都市計画区域について無秩序な市街化を防止
し、計画的な市街化を図るため必要があるとき
は、都市計画に、市街化区域及び市街化調整区
域との区分（以下「区域区分」という。）を定
めることができる。
２ 市街化区域は、すでに市街地を形成してい
る区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画
的に市街化を図るべき区域とする。
３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区
域とする。

（区域区分）
第７条

都市計画区域について無秩序な市街化を防止
し、計画的な市街化を図るため必要があるとき
は、都市計画に、市街化区域及び市街化調整区
域との区分（以下「区域区分」という。）を定
めることができる。
２ 市街化区域は、すでに市街地を形成してい
る区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画
的に市街化を図るべき区域とする。
３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区
域とする。

未線引き都市計画区域

区域地域の概念

非線引き都市計画区域

特定用途制限地域

市街化区域
（用途地域）

用途地域

市街化調整区域

線引き都市計画区域

建ぺい率70％
容積率400％

建ぺい率70％
容積率400％

容積率、建ぺい率は
土地利用の状況に応じて決め直す

区域区分の摘要区域区分の摘要

都市計画法施行令附則
第４条（平成12年法改正前)

法附則第３項の政令で定める都市計画区域は、
次に掲げるものとする。
（2.3.4.については建設大臣が指定する）
1.首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏

の既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏の都
市整備区域

2.首都圏、近畿圏又は中部圏の都市開発区域、新
産業都市の区域、工業整備特別地域

3.人口10万人以上の市の区域
4.上記の都市計画区域と密接な関連のある都市計

画区域

都市計画法施行令附則
第４条（平成12年法改正前)

法附則第３項の政令で定める都市計画区域は、
次に掲げるものとする。
（2.3.4.については建設大臣が指定する）
1.首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏

の既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏の都
市整備区域

2.首都圏、近畿圏又は中部圏の都市開発区域、新
産業都市の区域、工業整備特別地域

3.人口10万人以上の市の区域
4.上記の都市計画区域と密接な関連のある都市計

画区域

区域区分 全国 大都市圏 地方都市圏
有 841 338 503
無 用途地域有 713   0 713

無 438  0          438
都市計画区域 1992 338 1654

区域区分 全国 大都市圏 地方都市圏
有 841 338 503
無 用途地域有 713   0 713

無 438  0          438
都市計画区域 1992 338 1654



法７条（平成12年法改正前)
「整備・開発又は保全の方針」を策定しなければ
ならない
→都市計画区域全体の一体的総合的な土地利用の
調整が可能
さらに開発許可についても、市街化区域について
は一般に 1,000㎡、市街化調整区域については全
ての規模の開発行為について許可が必要（建前と
して）

法７条（平成12年法改正前)
「整備・開発又は保全の方針」を策定しなければ
ならない
→都市計画区域全体の一体的総合的な土地利用の
調整が可能
さらに開発許可についても、市街化区域について
は一般に 1,000㎡、市街化調整区域については全
ての規模の開発行為について許可が必要（建前と
して）

区域区分があると区域区分があると

少なくとも線引き自治体では、行政域内で生じる
開発行為・建設行為の大半に対して有効な規制・
誘導手段を持っていることになる

少なくとも線引き自治体では、行政域内で生じる
開発行為・建設行為の大半に対して有効な規制・
誘導手段を持っていることになる

事例：新潟市東中野山事例：新潟市東中野山

市街化調整区域

市街化区域

○計画的な市街地形成
○道路、公園、下水道の重点整備

○厳しい開発規制
○優良農地の保全

都市計画基礎調査に
基づき定期的に見直し

用途地域指定区域
区域区分を持つ自治体での市街化区域での制限

と読み替えても構わない

用途地域指定区域
区域区分を持つ自治体での市街化区域での制限

と読み替えても構わない

区域区分がないと区域区分がないと

しかし
・整備・開発又は保全の方針を策定しない
・用途地域指定外の区域については 3,000㎡以下

のものには開発許可が不要
といった違いがあった（平成12年法改正で変更）

しかし
・整備・開発又は保全の方針を策定しない
・用途地域指定外の区域については 3,000㎡以下

のものには開発許可が不要
といった違いがあった（平成12年法改正で変更）

さらに建築基準法では
第52条で容積率、第53条で建蔽率を各用途地
域ごとに規定
「用途地域の指定のない区域内」についても示
され、容積率 400％、建蔽率70％が規定され
ていた（平成12年まで）
これは商業地域並みの形態制限の緩さ

さらに建築基準法では
第52条で容積率、第53条で建蔽率を各用途地
域ごとに規定
「用途地域の指定のない区域内」についても示
され、容積率 400％、建蔽率70％が規定され
ていた（平成12年まで）
これは商業地域並みの形態制限の緩さ



湯沢都市計画図

岩原地区リゾートマンショ
ン群

魚
野
川

関越自動車道

湯沢インター

湯沢町のリゾートマンション等の建築
総計５８棟 １４，６９５戸
（うちオーナーズホテル４棟）

国道８号

郊外型大型店の立地

中心市街地の衰退

事例４：柏崎市内事例４：柏崎市内
（未線引き都市計画区域）（未線引き都市計画区域）

事例：柏崎市内
未線引き都市計画区域

岩上地区

柳田地区

・線引き都市 市街化調整区域 ⇒原則開発行為を認めない
・非線引き都市 用途地域外
・都市計画区域外

市街地周辺部

⇒開発規制が緩い

都市計画法

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
・農用地区域
・農用地区域外(農振白地地域) ⇒開発規制が緩い

⇒原則開発行為を認めない

都市計画区域 都市計画区域外
線引き都市計画区域

市街化区域

用途地域外

用途地域

非線引き都市計画区域

市街化調整区域
農
業
振
興
地
域

農
用
地
区
域

都市と農村の包括的土地利用制度が
存在しない事から生じる問題

－都市計画側と農政側との整合性の欠如

都市と農村の包括的土地利用制度が
存在しない事から生じる問題

－都市計画側と農政側との整合性の欠如

土地利用の混在をともなった市街地拡大
（新潟県内の都市計画白地地域）

土地利用の混在をともなった市街地拡大
（新潟県内の都市計画白地地域）



例:福井都市圏

市街化区域

用途地域

線引き都市計画区域

(S57～H10)

土地利用動向(線引き都市計画区域外縁部４kmの範囲)土地利用動向(線引き都市計画区域外縁部４kmの範囲)

線引き都市計画区域からの滲み出す開発線引き都市計画区域からの滲み出す開発

Ex.福井都市計画区域Ex.福井都市計画区域

福井市

新潟都市計画区域外縁部新潟都市計画区域外縁部

新発田市行政域

新潟都市計画区域

都市計画区域外とされ
た旧加治村の一部新発田市行政域

新潟都市計画区域

都市計画区域外とされ
た旧加治村の一部 新発田市

加治地域周辺部

都市計画区域外縁部での格安の物件の販売都市計画区域外縁部での格安の物件の販売
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小千谷市農村活性化土地利用構想
で位置づけられた大規模小売店舗

ショッピングセンター側の農振除外の要望
を実現する自治外が策定する農業側の計画
ショッピングセンター側の農振除外の要望
を実現する自治外が策定する農業側の計画

事例：松本都市圏事例：松本都市圏

様々な土地利用規制が混在すると様々な土地利用規制が混在すると

0
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穂高町・松川村穂高町・松川村

波田町のみ用途地域指定波田町のみ用途地域指定

まちづくり条例によるｺﾝﾄﾛｰﾙまちづくり条例によるｺﾝﾄﾛｰﾙ

山形村・朝日村山形村・朝日村

山形村は独自の土地利用計画
を策定
山形村は独自の土地利用計画
を策定

都市計画区域未指定都市計画区域未指定

非線引き都市計画区域非線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域非線引き都市計画区域

S45-H12 世帯数密度増減率

-100～0
0～50
50～100
100～200
200～

凡例 （％）

世帯数推移世帯数推移

調整区域の外側で世帯が増加



農地転用用途

一般住宅

農家住宅

工業施設

商業施設

凡例

公共公益施設

その他

農業施設

市街化調整区域内外の開発動向市街化調整区域内外の開発動向

市街化調整区域都市計画区域外
農村活性化土地利用構想（市町村
計画）の策定で誘致した商業開発
農村活性化土地利用構想（市町村
計画）の策定で誘致した商業開発

事例：山形県庄内地域事例：山形県庄内地域
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線引きの酒田市線引きの酒田市

都市計画区域都市計画区域
のみの三川町のみの三川町

三川町土地利用調整基本計画三川町土地利用調整基本計画

用途地域の外側などの土地利用が
明確でない地域を対象として、将
来の適切な土地利用へ規制・誘導
するための計画

用途地域の外側などの土地利用が
明確でない地域を対象として、将
来の適切な土地利用へ規制・誘導
するための計画

鶴岡市鶴岡市

酒田酒田市市 農村活性化土地利用構想で誘致した大型SC



三川SC

0

50

100

150

200

250

年
間

販
売

額
（
億

円
）

日本海 

酒田市 
鶴岡市 

N 

大型店の郊外化がもたらす商圏構造の変容大型店の郊外化がもたらす商圏構造の変容

（昭和54年）

0

50

100

150

200

250

年
間

販
売

額
（
億

円
）

日本海 
（平成3年）

0

50

100

150

200

250
年

間
販

売
額

（
億

円
）

日本海 
（平成14年）

三川SC

当初用途地域

H12年DID　

S50年DID　

拡大用途地域　

Aa

Ab　

Ac

Ba　

Bb　

Cb　

Bc　

Ca　

拡大個所のほぼ全域でDIDが形
成されていない
拡大個所のほぼ全域でDIDが形
成されていない

当初用途地域内でも、北部や
西部では、現在でもDIDが形成
されていない状態である

当初用途地域内でも、北部や
西部では、現在でもDIDが形成
されていない状態である

横手市

当初用途地域内で十分に市街
化が進行していない状態で拡
大が行われている

当初用途地域内で十分に市街
化が進行していない状態で拡
大が行われている

広すぎる用途地域広すぎる用途地域
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６５‐１３３

２１‐５２

６５‐１２７

２１‐９８

２１‐９５

２１‐６４

２１‐６６

６
５‐１２

６

２１‐１０７

２１‐７３

２１‐５８

６５‐１３０

６５‐１２８

６５‐１２９

字堂山

字八王寺

安田

２３１‐３

字堤下

１７９‐１

１８３

１８５

１８６

字向田

８６

９０‐１

８８

１７３‐３

１７０‐１

１２６

７８‐１

９３‐１

１２７

７５

７３

７７‐１

５７‐１

６３‐１

字向田

字中田

婦気大堤

２０４

２０５

２０４

０１

１２６

２４字
田
久
保
下

安田
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１５７‐
１

５２

１６１‐
１

４６

４２

３０‐２

５１

１１３‐
１

字中田

２０‐１

１２
６‐

３

１２
６‐

１

５５

５
３

１２
６‐

１

字田久保下

１８３‐１

１８４‐１

１４５‐１

婦気大堤

１３７‐１

６
２‐
４６

字郷士館

字富ケ沢

赤坂

６２‐４６

６
２
‐
４
６

６
２
‐
４
６

９９‐９６

２１‐３０

２１‐３２

２１‐１４

２１‐３１

９２‐９

９９‐９１

９９‐９

９２‐１０

９９‐８０

１‐６８

１‐７４

９９‐１１０

９９‐６１

９
９‐６２

９９

９９‐６９

２１‐７８

９９‐４０

２７‐４１

２１‐７０

２１‐７７

９９‐３６

９９‐１１７

９９‐８１

９９‐４３

９９‐３４

２１‐７１

９９‐１１８
９９‐４８

９９‐３５

９９‐
４６

２１‐１８

２１‐
７６

９９‐３９

９９‐１０５

９９‐７９

２１‐７５

２１‐７４

２１‐６８

９９‐１０４
９９‐４５

２１‐１６

９９‐１１３

９９‐３２ ９９‐８４

９９‐８６

９９‐７６

９９‐３８

９９‐８９

字八王寺

字高ノ森

２１‐８３

２１‐８４

９９‐２８

９９‐５０

２１‐７９

２
１‐８

９

２１‐８７

９９‐１９

２１‐９１

２１
‐８８

９９‐２０

９９‐１６

９９‐２４

９９‐２２

９９‐２６

９９‐１７

９９‐１５

２１‐８６

９９‐２１

安田

婦気大堤

５５‐１

２４７‐１

２２４‐４

字堤下

婦気大堤

字中田

２１１‐
１

１２９

１７９

７５
‐１

１３５

４‐１

１３３４４

７０

７１‐１

７０
‐２

１‐３

１８７‐
２

７１
‐２

７４
４５

３９

４７

１３２
‐３

７２

字田久保下

２２９

７６‐１

２０４

２０２

２０３

２０２

２０２

１５４

１５５

字田久保下

安田

１００
‐１

９８‐１

婦気大堤

２０９‐１

１１７

２０４‐１

９９‐１

１００‐
６

１１４
‐１

字館ノ下

１０５‐
６

赤坂
字郷士館

字郷士館

沢

６５‐４７

６５‐４６

６５‐４５

６

６５‐２９

６５‐１

６
５‐

６５‐８９

６５
６５‐３８

６５‐３
９

６５‐４１

６５‐４０

２１‐４８

６５
‐１３４

６５‐５０

２１‐４９

６５‐５５

６５‐５４

６５‐１
１３

６５‐５７

６
５‐９０

６５‐１１６

６５‐３０

６５‐５

６５‐４３

６５‐８５

６５‐６５

６５‐６６

６５‐１２３

６５‐３１

６５
‐１２

１

６５‐１０

６５‐７５

６５
‐１２２

６
５‐１１

４

２１‐６１

２１‐６３

６
５‐５１６５‐７

３

６５‐５２

２１‐５６

６５
‐７８

２１‐５１

６
５‐６４

２１‐５０

６５‐８４

２１‐５７

６５‐１４７

２１‐５５

６５‐１３２

６５‐１３１
６５‐１３３

２１‐５２

６５‐１２７

２１‐９８

２１‐９５

２１‐６４

２１‐６６

６
５‐１２

６

２１‐１０７

２１‐７３

２１‐５８

６５‐１３０

６５‐１２８

６５‐１２９

字堂山

字八王寺

安田

２３１‐３

字堤下

１７９‐１

１８３

１８５

１８６

字向田

８６

９０‐１

８８

１７３‐３

１７０‐１

１２６

７８‐１

９３‐１

１２７

７５

７３

７７‐１

５７‐１

６３‐１

字向田

字中田

婦気大堤

２０４

２０５

２０４

０１

１２６

２４字
田
久
保
下

安田
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開発に対して脆弱な法体系開発に対して脆弱な法体系



市街化調整区域における開発の流れ市街化調整区域における開発の流れ

計画通知

29条 開発許可の申請 43条 建築許可の申請

事前相談

開発許可 既存宅地 建築許可

許可必要許可必要 許可不要 許可不要

建築確認申請

YES NO開発行為に該当

計画通知

長岡市の調整区域における開発状況
（S50～H11)
長岡市の調整区域における開発状況
（S50～H11)

・開発許可による開発が市街化調整区域の開発面積の
大部分を占める

・建築確認申請から、許可は不要ではあるが、多くの
開発が市街化調整区域で行われている

・開発許可による開発が市街化調整区域の開発面積の
大部分を占める

・建築確認申請から、許可は不要ではあるが、多くの
開発が市街化調整区域で行われている

申請内容 件数
面積

（ha）

一件あたり

の開発面積

(㎡/件）

開発許可 660 565.8 8572.5

建築許可 567 38.8 683.7

既存宅地 790 46.7 590.6

建築確認申請※1 459 52.7 1147.5

計画通知 244 16.4 673.6

計 2720 720.3 2648.2

※1：建築確認申請はH1～H11年までの集計

・開発許可（1号、8号、10号ロ）による開発

１号：周辺住民の日常生活に必要な物品の販売、修理等
の業務を行う建築物

８号：道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、
休憩所などの建築物

10号ロ：周辺の市街化を促進する恐れが無く、市街化区
域で開発を行うことが不適当と認められた建築物

・既存宅地による開発
・許可が不要な開発

それぞれの要因が相互に関係し、開発を促進させているた
め、どれかの要因を取り除いただけでは、調整区域の開発
を抑制することはできない

・開発許可（1号、8号、10号ロ）による開発

１号：周辺住民の日常生活に必要な物品の販売、修理等
の業務を行う建築物

８号：道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、
休憩所などの建築物

10号ロ：周辺の市街化を促進する恐れが無く、市街化区
域で開発を行うことが不適当と認められた建築物

・既存宅地による開発
・許可が不要な開発

それぞれの要因が相互に関係し、開発を促進させているた
め、どれかの要因を取り除いただけでは、調整区域の開発
を抑制することはできない

市街化調整区域で問題となる開発市街化調整区域で問題となる開発 法34条1号の開発事例

市街化区域（H12）

大規模集落

既存宅地の範囲

大規模集落+既存宅地

開発許可

建築許可

既存宅地

建築確認申請

凡例

H9 34条1号
家具修理工場

Ｓ62 34条1号
理髪店

Ｓ53 34条1号
自動車修理工場

Ｓ52 34条1号
自動車修理工場

Ｓ63 34条1号
自動車整備工場

Ｓ54 34条1号
自動車整備工場 Ｓ56 34条5号

自動車整備工場

Ｓ52 34条1号
自動車修理工場

Ｓ52 34条1号
肥料・資料倉庫

Ｓ56 34条1号
工場

Ｓ52 34条1号
農業資材倉庫

H3 34条10号ロ
管理棟・車庫

H7 34条10号ロ
鉄工所・事務所

Ｓ62 34条10号ロ
住宅

Ｓ62 34条10号ロ
工場・倉庫・事務所

H7 34条10号ロ
住宅

H4 34条10号ロ
電気器具製造工場

Ｓ51 34条10号ロ

事務所・住宅

Ｓ57 34条10号ロ

農機具倉庫・鉄工所

H6 34条10号ロ

作業所

H1 34条10号ロ

工場・事務所

H7 34条10号ロ
鉄鋼所

Ｓ50 34条10号ロ
住宅

H5 34条10号ロ
住宅

H11 34条10号ロ
工場

法34条10号ロの開発事例



図

法34条8号の開発事例法34条8号の開発事例

Ｓ54 34条8号
ドライブイン

Ｈ3 34条8号
ドライブイン

Ｈ5 34条10号ロ
ドライブイン（複合店舗）

Ｓ59 34条8号
ドライブイン

Ｓ57 34条8号
ドライブイン

Ｈ6 34条8号
ドライブイン

Ｈ1 34条8号
ドライブイン

市街化区域（H12）

大規模集落

大規模集落+既存宅地

開発許可

建築許可

既存宅地

凡例

図

既存宅地の開発事例既存宅地の開発事例

Ｓ51 既存宅地
住宅（5戸）

Ｓ51 既存宅地
工場

Ｓ51 既存宅地
倉庫

市街化区域（H12）

開発許可

既存宅地

凡例

Ｓ53 既存宅地
自動車修理工場

許可が不要の開発事例許可が不要の開発事例

Ｓ55 計画通知
レーダー施設

Ｓ60 計画通知
公民館・児童館

Ｓ53 計画通知
県警共同住宅

Ｓ55 計画通知
共同住宅

Ｓ59 計画通知
テニスコート

Ｓ56 計画通知
航空局共同住宅

市街化区域（S51）

開発許可

建築許可

既存宅地

計画通知

凡例

図

複合開発の事例複合開発の事例

Ｓ63 34条1号
自動車修理工場

Ｓ63 34条8号
ガソリンスタンド

Ｈ6 34条1号
コンビニエンスストア

Ｈ9 34条1号
飲食店

Ｈ10 34条1号
精米所

Ｈ8 34条10号ロ
歯科医院

Ｈ9 34条8号
飲食店

既存宅地の範囲

開発許可

建築許可

既存宅地

建築確認申請

凡例



例：住宅を建設する場合例：住宅を建設する場合

許可が不要な開発であるか許可が不要な開発であるか

既存宅地による開発が行えるか既存宅地による開発が行えるか

法34条10号ロに該当するか法34条10号ロに該当するか

市街化調整区域では、「市街化を抑制すべき区
域」 として開発が制限されるが、実際には、多
くの開発が許可される状況にある。

市街化調整区域では、「市街化を抑制すべき区
域」 として開発が制限されるが、実際には、多
くの開発が許可される状況にある。

調整区域における開発要因調整区域における開発要因

①開発許可制度の不備

②法改正に伴う許可基準の緩和

③市街化区域の拡大

④大規模集落の指定

Ⅰ 建築可能用途の拡大

Ⅱ 開発可能地の拡大

Ⅲ 既存宅地の範囲の拡大

それぞれの要因が相互に作用しながら、

市街化調整区域の開発に影響を及ぼしている

それぞれの要因が相互に作用しながら、

市街化調整区域の開発に影響を及ぼしている


